
 

 

支払基金統一事例 

【 その他 】 

 

４７２ アセトアミノフェン（ＤＰＣの手術時）の算定について 

 

《令和７年２月２８日》 

 

○ 取扱い 

 

ＤＰＣレセプトにおける手術時（麻酔管理中）のアセトアミノフェン【注射

薬】（アセリオ静注液）の算定は、原則として認められる。 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

ＤＰＣレセプトにおいて手術に係る費用として別途算定可能な薬剤につい

ては、厚生労働省保険局医療課事務連絡※において「当該手術の術中に用いた

ものに限られる」と示されている。 

アセトアミノフェン（アセリオ静注）は、効能・効果が「経口製剤及び坐剤

の投与が困難な場合における疼痛及び発熱」に対する薬剤で、投与後 15 分程

度で効果が現れ、作用時間は６～８時間とされている。当該医薬品の投与を麻

酔管理下（離脱時）及び覚醒後の疼痛を考慮し術中から開始する重要性からも、

ＤＰＣレセプトにおいて手術（麻酔）の部で請求された当該薬剤は術中に投与

されたものと判断できる。 

以上のことから、ＤＰＣレセプトにおける手術時（麻酔管理中）のアセトア

ミノフェン【注射薬】の算定は、原則として認められると判断した。 

 

 

（※）「疑義解釈資料の送付について（その１）」（別添３ ＤＰＣ） 

（問 6-26） 手術に伴い、術前・術後に用いた薬剤（例：腹部外科手術の前処理と

して用いた経口腸管洗浄剤、術後の疼痛緩和に用いた非ステロイド性鎮

痛薬等）は、手術に係る費用として別途算定することが可能か。 

（答） 手術に係る費用として別途算定可能な薬剤は、当該手術の術中に用い

たものに限られ、それ以外の薬剤については別途算定できない。 

 

 

 


